


ごあいさつ

一人ひとりが輝く
ダイバーシティ社会の実現へ

　我が国では、少子高齢化が急速に進み、持続可能で、ダイバーシティ（多様性）を
尊重する一人ひとりが活躍できる社会の実現が求められています。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、働き方や雇用をはじめ、ＤＶの増加や
深刻化等、私たちをとりまく環境に大きな影響を及ぼしています。
　そのため、男女共同参画の推進は、家庭や家族、地域や事業所など、私たちの社会
そのものの持続可能性に関わる大きな課題となっています。
　このような状況を踏まえ、本市では、これまで推進してきた「第三次佐賀市男女共
同参画計画パートナーシップ 21」の趣旨を継承し、発展させるとともに、社会状況の
変化に対応した男女共同参画の推進を図るため「第４次佐賀市男女共同参画計画」を
策定いたしました。
　本計画では、将来のめざすべき姿として「一人ひとりが輝くダイバーシティ社会の
実現」を掲げ、「佐賀市男女共同参画を推進する条例」の基本理念のもと、「DV防止
法に基づく市町村基本計画」及び「女性活躍推進法に基づく市町村推進計画」を盛り
込み、一体的に取り組むこととしています。
　また、「防災・政治分野における女性活躍の推進」、「家庭における男女共同参画の
推進」、「ワーク・ライフ・バランスの推進」を重点的に推進すべき取り組みと位置付
けています。
　今後、性別や国籍、年齢、障がいなどに関わりなく、多様な人がその個性や能力を
発揮できる社会をめざして、市民、事業者、自治組織等、教育に携わる皆様と共に、
この計画を着実に推進していきたいと考えておりますので、より一層の御理解と御協
力をお願いいたします。
　最後に、本計画の策定にあたり、御尽力いただきました佐賀市男女共同参画審議会
委員の皆様をはじめ、多くの貴重な御意見、御提案をお寄せくださいました市民、関
係団体の皆様に心より感謝申し上げます。

令和３年３月

佐賀市長　秀島　敏行
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